
高知県建設業働き方改革等支援アドバイザー制度実施要領

（目的）

第１条 この要領は、建設業者の新技術開発や経営改善、働き方改革に向けた雇用環境改善

などの様々な課題に対し、「建設業働き方改革等支援アドバイザー」（以下「アドバイザー」

という。）の派遣等を行い、指導及び助言を通じて、建設業の活性化を支援することを目

的とする。

（指導・助言の対象となる団体等）

第２条 アドバイザーによる指導・助言の対象となる団体等（以下「事業主体」という。）

は以下のとおりとする。

（１）県内に主たる事務所を置く建設業者（建設業法に基づく建設業許可を受けた者に限

る）

（２）県内に主たる事務所を置く建設業者（建設業法に基づく建設業許可を受けた者に限

る）と他の企業等が共同で建設業に係る新技術開発等を行っている場合で、知事が適

当と認める場合は、その共同体

（３）建設業者及びその関連事業者によって構成される高知県の区域を単位とする一般社

団法人及び公益社団法人

（指導・助言の種類）

第３条 アドバイザーによる指導・助言の種類は、以下のとおりとする。また、その内容は

建設業に係る、生産性向上、新技術開発、経営戦略、経営管理、人材確保、時間外労働縮

減や社会保険等の加入促進など働き方改革に向けた雇用環境改善等とする。

（１）事業実施場所（事業主体の拠点、イベント会場等）における指導・助言

（２）アドバイザーの拠点（勤務地・自宅等）における指導・助言

（指導・助言の回数）

第４条 １申請内容あたりの指導・助言は、原則として、３人・回を限度とする。事業の進

捗状況により回数の追加が必要であり、変更の申請が認められた場合はこの限りではない。

また、１回あたりの指導・助言日数は１日間とする。

（アドバイザーへの謝金額）

第５条 アドバイザーへの謝金の額は、第３条で定めた指導・助言の種類により次に定める

額とする。ただし、１日の指導・助言時間が４時間に満たない場合や、次の金額によりが

たい場合は、別途協議する。

（１） 第３条（１）該当の場合

５０，０００円／日以内と、県の旅費規程に基づき算定して旅費相当額の合算額

（２） 第３条（２）該当の場合

３０，０００円／日以内



（指導・助言の申請）

第６条 アドバイザーによる指導・助言を受けようとする事業主体は、指導・助言を受けよ

うとする日の１４日前までに、別記様式第１号による申請書を土木政策課長に提出するも

のとする。

（指導・助言の決定及び通知）

第７条 土木政策課長は、前条の申請があったときは、指導・助言の可否を決定し、別記様

式第２号により申請者に通知するものとする。

（指導・助言の変更及び中止）

第８条 前条の規定により指導・助言の決定を受けた申請者は、その活動を中止しようとす

るとき、又は以下の各号に該当するときは、原則として変更（中止）をしようとする日の

１４日前までに、別記様式第３号による変更（中止）申請書を土木政策課長に提出するも

のとする。

（１）アドバイザーの変更

（２）指導・助言回数の変更

（３）指導・助言内容の大幅な変更

（変更（中止）の決定及び通知）

第９条 土木政策課長は、前条の申請があったときは、指導・助言の変更（中止）の可否を

決定し、別記様式第２号により申請者に通知するものとする。

（申請者からの報告）

第１０条 申請者は、指導・助言を受けた日から１４日以内、又は３月末日（３月末日が閉

庁日の場合はその直前の開庁日）のいずれか早い日までに、別記様式第４号により指導・

助言内容報告書を土木政策課長に提出するものとする。

（謝金の支払い）

第１１条 土木政策課長は、前条に規定する報告書を受理したのち、速やかに内容を確認し、

適正と判断された場合はアドバイザーに対して謝金を支払うものとする。

（秘密の保持）

第１２条 アドバイザーは、秘密の保持のため以下の各号を順守するものとする。

（１）活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

（２）秘密保持を誓約する書面を事前に知事へ提出しなければならない。

（その他）

第１３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。



附則

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。

附則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附則

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

附則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。


